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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置を通信ネットワークにリンクするための方法であって、
　第１の移動局において、前記端末装置から、帯域幅、宛先ネットワーク情報、および移
動局の調整のために使用される必要なプロトコルのうちの少なくとも１つを含むネットワ
ーク接続要件を含むサービス要求を受信するステップと、
　前記第１の移動局において、無線ネットワーク接続を提供することができる第２の移動
局に前記ネットワーク接続要件を通信するステップと、
　前記第１の移動局および第２の移動局のうちの少なくとも１つにおいて、前記サービス
要求に基づいて、前記第１の移動局および第２の移動局のうちのいずれが最も適当な無線
ネットワーク接続を提供することができるかを判断するステップと、
　前記第１の移動局および第２の移動局のうちの１つにおいて、前記第１の移動局および
第２の移動局のうちのいずれが、最も適当な無線ネットワーク接続を提供することができ
るかについての前記判断に基づいて、前記第１の移動局および第２の移動局のうちの１つ
を通して最も適当な無線ネットワーク接続を確立するステップと
を含み、
前記無線ネットワーク接続を提供することができる第２の移動局に前記ネットワーク接続
要件を通信するステップと、前記第１の移動局および第２の移動局のうちの少なくとも１
つにおいて、前記第１の移動局および第２の移動局のうちのいずれが最も適当な無線ネッ
トワーク接続を提供することができるかを判断するステップとは、前記端末装置が追加の
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帯域幅を要求した場合に実行される、方法。
【請求項２】
　前記無線ネットワーク接続を提供することができる第２の移動局に前記ネットワーク接
続要件を通信するステップと、前記第１の移動局および第２の移動局のうちの少なくとも
１つにおいて、前記第１の移動局および第２の移動局のうちのいずれが最も適当な無線ネ
ットワーク接続を提供することができるかを判断するステップが、前記第１の移動局を通
して前記端末装置のために確立された現在の無線ネットワーク接続中に実行される、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記無線ネットワーク接続を提供することができる第２の移動局に前記ネットワーク接
続要件を通信するステップと、前記第１の移動局および第２の移動局のうちの少なくとも
１つにおいて、前記第１の移動局および第２の移動局のうちのいずれが、最も適当な無線
ネットワーク接続を提供することができるかを判断する前記ステップが、前記現在の無線
ネットワーク接続が所定の量だけ劣化した場合に実行される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記無線ネットワーク接続を提供することができる第２の移動局に前記ネットワーク接
続要件を通信するステップと、前記第１の移動局および第２の移動局のうちの少なくとも
１つにおいて、前記第１の移動局および第２の移動局のうちのいずれが最も適当な無線ネ
ットワーク接続を提供することができるかを判断する前記ステップによって、ネットワー
クをベースとする命令の結果として、前記現在のネットワーク接続の前記第１の移動局か
ら前記第２の移動局へのハンドオーバーが行なわれる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記無線ネットワーク接続を提供することができる第２の移動局に前記ネットワーク接
続要件を通信するステップが、アドホック無線ネットワーク、セルラー・システム、前記
端末装置およびローカル無線ネットワークのうちの１つの上で実行される、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記無線ネットワーク接続を提供することができる第２の移動局に前記ネットワーク接
続要件を通信するステップが、それぞれが無線ネットワーク接続を提供することができる
複数の移動局に前記ネットワーク接続要件を通信するステップを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　通信ネットワークに端末装置をリンクするための方法であって、
　帯域幅、宛先ネットワーク情報、および移動局の調整のために使用される必要なプロト
コルのうちの少なくとも１つを含むネットワーク接続要件を第１の移動局から第２の移動
局に通信するステップであって、前記第１の移動局および第２の移動局は双方とも無線ネ
ットワーク接続を確立することができるステップと、
　前記第１の移動局および第２の移動局のうちの少なくとも１つにおいて、前記ネットワ
ーク接続要件に基づいて、前記第１の移動局および第２の移動局のうちのいずれが適当な
無線ネットワーク接続を提供することができるかを判断するステップと、
　前記第１の移動局および第２の移動局のうちの少なくとも１つにおいて、前記ネットワ
ーク接続要件に基づいて、前記第１の移動局および第２の移動局のうちのいずれが最も適
当な無線ネットワーク接続を提供することができるかを判断するステップの結果に基づい
て、最も適当な無線ネットワーク接続を確立するステップと
を含み、
前記ネットワーク接続要件を第１の移動局から第２の移動局に通信するステップと、前記
第１の移動局および第２の移動局のうちのいずれが最も適当な無線ネットワーク接続を提
供することができるかを判断するステップとは、前記端末装置が追加の帯域幅を要求した
場合に実行される、方法。
【請求項８】
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　無線通信システムであって、
　無線ネットワーク接続を通してネットワークに接続するように作動可能な端末装置と、
　前記端末装置と前記ネットワークとの間に初期の無線ネットワーク接続を提供するため
の第１の移動局と、
　潜在的な接続切替え条件が存在する場合に、帯域幅、宛先ネットワーク情報、および移
動局の調整のために使用される必要なプロトコルのうちの少なくとも１つを含む前記端末
装置のネットワーク接続要件を交換するために前記第１の移動局と通信するための第２の
移動局とを備え、
　前記第１の移動局および前記第２の移動局のうちの少なくとも１つが、前記ネットワー
ク接続要件に基づいて、前記潜在的な接続切替え条件が存在するかを判断するためのもの
であり、前記第２の移動局が前記端末装置のネットワーク接続要件を交換するために前記
第１の移動局と通信することと、前記第１の移動局及び第２の移動局のうちの少なくとも
１つが前記ネットワーク接続要件に基づいて、前記潜在的な接続切替え条件が存在するか
を判断することとは、前記端末装置が追加の帯域幅を要求した場合に実行される、システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、無線ネットワーク・システムに関し、特に携帯電話（ｃｅｌｌｕｌ
ａｒ　ｐｈｏｎｅ）のような移動局が、相互に端末装置のネットワーク接続要件を交換す
ることにより、端末装置に対する最も適当なネットワーク接続を提供および維持するため
の無線ネットワーク・システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ラップトップ・コンピュータおよび手持ちサイズのＰＡＬＭ装置のような従来の端末装
置は、無線接続を介して、パケット・データ・ネットワーク（ＰＤＮ）、または公衆電話
網（ＰＳＴＮ）に接続することができる。端末装置は、通常、例えば、端末装置がコネク
タまたはケーブルを介して、無線モデムとして機能する携帯電話のような移動局にリンク
される場合に、このようなネットワーク接続を行う。その結果、ネットワーク加入者は、
携帯電話ネットワークのサービスエリアを使用することができる任意の位置からインター
ネットにアクセスすることができる。しかし、接続／ケーブル・リンクを元の移動局から
第２の移動局に変更しない限り、第２の移動局へのハンドオーバを行うことはできない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記接続問題に対して提案された１つの解決方法は、端末装置、すなわち携帯電話およ
び他の端末装置および携帯電話すべてが、端末装置からネットワークにノード間接続を形
成するために、ノードとして機能する、アドホックネットワーク（ａｄ　ｈｏｃ　ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）を介してネットワーク接続を容易に行うことを可能にする。しかし、アドホッ
クネットワーク内のすべてのノードは、発信ノードおよび着信ノードの双方であるので、
このようなアドホックネットワークは複雑になる。さらに、ノード間接続を形成するため
に使用されるすべての端末装置および電話は、適当な接続ハードウェアおよびソフトウェ
アを備える必要があるため、アドホックネットワークは高価なものである。従来の携帯電
話およびラップトップ装置は、このような機能を備えていないので、第２．５世代および
第３世代の携帯電話技術を用いた方法を実施することはできない。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　従って、本発明は、無線ネットワーク接続を確立する第１の移動局が、端末装置による
ネットワーク接続サービスの要求を他の移動局へ通信できるようにすることにより、端末
装置に対する無線ネットワーク接続を最適化するための方法を提供する。第１の移動局お
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よび他の移動局は、次に、どの移動局が、特定のネットワーク接続サービス要求に対する
要件を最もよく満足させるかを協働して、または独立して判定する。この判定は、端末装
置から第１の移動局に通信されたサービス要件パラメータに基づくか、または第１の移動
局の利用可能性に基づく。次に、選択された移動局は、サービス・プロバイダと端末装置
との間のネットワーク通信を確立する。
【０００５】
　従って、端末装置は、第１の移動局にネットワーク・サービス接続要求を行うことがで
き、また、第１の移動局が端末装置の要件を満たすことができない場合には、より適当な
移動局がサービスを提供することができるように、上記要求をより適当な移動局に転送す
ることが可能である。
【０００６】
　添付の図面を参照しながら、本発明の好ましい実施形態についての以下の詳細な説明を
読めば、本発明の他の目的および利点をより容易に理解することができるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明は、概して、要求したサービスが、端末装置の要求またはこのようなサービスの
利用可能性によって変化する場合に、端末装置を上記サービスに初期にまたは動的にリン
クするように配置され、構成される通信システムまたはネットワークおよびその内部で使
用される方法に関する。次世代（第２．５世代および第３世代）の携帯電話および携帯電
話類似装置が使用できるようになってきたため、このようなシステムまたはネットワーク
は有利なものであると予想される。以下にさらに詳細に説明するように、種々の発明の原
理およびその組合わせが、無線通信ネットワーク内の端末装置用のサービスを調整するた
めに有利に使用されるので、これらの原理または等価物を使用すれば、要求に応じて加入
者装置のニーズまたは要件をより満足させることができる。
【０００８】
　本明細書は、本発明による種々の実施形態を作成し、使用するための最良の形態を実行
可能な方法でさらに説明するためのものである。本明細書は、さらに、本発明の原理およ
び利点の理解および正しい認識を助けるためのものであり、決して本発明を制限するため
のものではない。本発明は、本出願が係属中に行われたすべての補正および公開時点のこ
れらの特許請求の範囲のすべての等価物を含む添付の特許請求の範囲によってのみ定義さ
れる。
【０００９】
　さらに、第１および第２、頂部および底部等のような関係を示す用語が使用されている
場合には、これらの用語は単にある物、品目または作用を、他の物、品目または作用から
区別するためだけのものであって、必ずしもこのような物、項目または作用を実際にその
ような関係または順序にする必要もないし、そのような関係または順序を意味するもので
もないことを理解されたい。本発明の機能の大部分および本発明の原理の多くは、適宜、
コントローラにより実行されるソフトウェア・プログラムまたは命令により最もよく実施
することができる。通常の当業者であれば、例えば、利用可能な時間、現在の技術および
経済的考慮事項により動機付けられた、おそらく多大な努力および多くの設計上の選択を
行わなければならないだろうが、本明細書に開示した概念および原理を参考にすれば、最
低限度の実験で上記ソフトウェア命令およびプログラムを容易に生成することができると
考えられる。それ故、説明を簡単にし、本発明の原理および概念が分かりにくくなるのを
極力避けるために、このようなソフトウェアについてこれ以上説明しない。
【００１０】
　本明細書においては、本発明による種々の実施形態について説明する。図１のシステム
図は、本発明のおよびその利点をよりよく理解してもらうための基礎として使用する。図
１の大部分は、無線通信ネットワーク１０の代表的な図面の略図であり、いくつかの問題
および本発明によるそれらの問題のある解決方法を説明するためのものである。
【００１１】
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　以下に図面について説明するが、図面中、類似の参照符号は、類似の部材を示す。図１
は、本発明の好ましい実施形態による移動局間の調整が行われる例示としての無線通信シ
ステム１１０を示す。無線通信システム１１０は、サービス・プロバイダ１１２、サービ
ス・プロバイダ１１２からネットワーク・サービスを要求するための端末装置１１４、お
よび、例えば、移動体または携帯電話１１６～１１９、あるいは類似の通信装置のような
複数の移動局を含む。本発明の好ましい実施形態によれば、移動局１１６～１１９は、サ
ービスエリアの所定のサービス・プロバイダ・ゾーン１２２内のサービス・プロバイダ１
１２と端末装置１１４との間において最も適当な無線ネットワーク接続を決定し、確立す
るために、相互に通信する機能を有する。これらの各構成要素、およびこれらの構成要素
が、本発明の移動局調整を実施するために機能する方法については、以下にさらに詳細に
説明する。
【００１２】
　サービス・プロバイダ１１２は、サービスエリアの所定ゾーン１２２内の移動局１１６
～１１９に、例えば、音声データまたはパケット・データ通信サービスのような無線ネッ
トワーク・サービスを提供するとともに、最も適当な無線ネットワーク接続を提供するこ
とができる移動局が、端末装置１１４を、当業において周知の方法で、例えば、ローカル
・エリア・ネットワーク、ワイド・エリア・ネットワーク、パケット・データ・ネットワ
ーク、または公衆電話網のような通信ネットワーク１２４にリンクさせ、最終的にはイン
ターネット１２６にリンクさせることができるようにする。図１では、サービス・プロバ
イダ１１２は、ネットワーク１２４と通信しているセルラー・タワーで示してあるが、サ
ービス・プロバイダ１１２は、セルラー通信以外の手段でネットワーク接続機能を提供す
ることができることを理解されたい。例えば、サービス・プロバイダ１１２は、衛星リン
クを介してネットワーク接続機能を提供することができる。また、移動局１１６～１１９
は、異なるサービス・プロバイダを使用することができ、これらの移動局は、依然として
端末装置１１４を通信ネットワーク１２４にリンクすることができることを理解されたい
。
【００１３】
　図１に示すように、端末装置１１４は、無線モデム（図示せず）を含むラップトップ・
コンピュータである。しかしながら、端末装置１１４は、移動局１１６～１１９またはサ
ービス・プロバイダ１１２のような移動局から無線サービスを要求することができ、通信
ネットワーク１２４を通して無線接続により通信するための任意の種類の無線通信装置で
あり得る。端末装置１１４は、ネットワーク１２４への無線または有線ネットワーク接続
を提供することができるネットワーク接続を連続的に走査し、移動局１１６～１１９のよ
うなネットワーク接続を提供することができる装置と通信するネットワーク接続要件を有
する。好適には、端末装置１１４は、例えば、マイクロ・モデムもしくはピコ・モデム、
または商業的に入手可能な無線ＩＰまたはブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）（商標
）通信プロトコルを使用して、短距離の低電力無線接続を介して、移動局１１６～１１９
にこれらのネットワーク接続要件を送信することが好ましい。しかし、端末装置１１４は
、任意の適当な無線通信プロトコルにより、移動局１１６～１１９にこれらのネットワー
ク接続要件を送信することができる。
【００１４】
　本発明のある好ましい実施形態によれば、移動局１１６～１１９は、サービス・プロバ
イダ１１２を介して、端末装置１１４とネットワーク１２４との間にネットワーク接続を
確立することができる、第２．５世代または第３世代の無線装置である。移動局１１６～
１１９は、例えば、送信制御プロトコル（ＴＣＰ）またはユーザ・データグラム・プロト
コル（ＵＤＰ）上で機能するプロトコルであって、次に無線ローカル・エリア・ネットワ
ーク上で機能し得るプロトコルを使用して、無線ローカル・ネットワークを通して、サー
ビスエリアの所定ゾーン１２２内のサービス・プロバイダ１１２と端末装置１１４との間
において最も適当な無線ネットワーク接続を決定し、確立するために相互に通信すること
ができる。任意で、移動局１１６～１１９の各々は、端末装置１１４を通して、またはサ
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ービス・プロバイダ１１２を介して、相互に通信することができる。各移動局１１６～１
１９は、その移動局が端末装置１１４のネットワーク接続要件を満たしているかを評価す
ることができる。前記評価は、例えば、サービス・プロバイダ１１２に問い合わせて、そ
のサービス・プロバイダ１１２から返送されたネットワークをベースとする命令を受信す
ることによるか、例えば、端末装置１１４に対して第１の移動局１１６を通して確立され
た、初期の無線ネットワーク接続の接続能力を記述しているサービス・プロバイダ１１２
によるオーバヘッド・メッセージ・ブロードキャストを読むことによるか、その接続能力
を推定するために無線リンクの品質を測定することによるか、または端末装置１１４の接
続要件を最近使用したか、もしくは現在使用中の接続能力と比較することにより行なわれ
る。
【００１５】
　図２を参照して、図１の例示としての無線通信システム１１０を参照しながら、システ
ムの動作についてさらに詳細に説明する。より詳細に説明すると、ステップ２１０におい
て、第１の移動局１１６のような移動局は、端末装置１１４からのネットワーク・アクセ
スのためのサービス要求を、第１の無線接続を通して受信する。端末装置１１４からのネ
ットワーク・アクセスのためのサービス要求は、帯域幅および宛先ネットワーク情報およ
び移動局の調整のために使用される必要なプロトコルのような端末装置１１４のネットワ
ーク接続要件を含む。ステップ２１２において、第１の移動局１１６は、該移動局１１６
がネットワーク接続要件に適合するか、および該移動局１１６が端末装置１１４の帯域幅
要件に適合するために使用することができる十分な帯域幅を有しているかを判断する。ス
テップ２１２において、第１の移動局１１６が十分な帯域幅を有し、かつ端末装置１１４
のネットワーク接続要件を満たすことができる場合には、ステップ２１４において、第１
の移動局１１６は、ネットワーク１２４との接続を自動的に確立して、端末装置１１４が
ステップ２１０において要求したサービスを受信できるようにする。ステップ２１６にお
いて、第１の移動局１１６は、該移動局１１６がネットワーク接続要件を適当に満し続け
ることができるかを判断する。第１の移動局が、ネットワーク接続要件を適当に満たし続
けることができると判断した場合には、第１の移動局は、無線ネットワーク接続を維持す
ることができ、他の移動局１１７～１１９との通信を試行し得ない。
【００１６】
　ステップ２１２において、第１の移動局１１６が初期にネットワーク接続要件を満たす
ことができない場合、またはステップ２１６において、第１の移動局１１６が接続要件を
もはや満足できない場合には、ステップ２１８において、第１の移動局は、上記した通信
モードのうちの１つによって、移動局１１７～１１９のような所定のまたは現在決定した
複数の第２の移動局にサービス要求およびネットワーク接続要件を送信する。第１の移動
局１１６が、ステップ２１２において初期のネットワーク接続を確立することができた場
合でも、潜在的な接続切替の条件が存在する場合には、第１の移動局１１６は、第２の移
動局１１７～１１９と通信することに留意されたい。例えば、端末装置１１４の帯域幅要
件が変化した場合、または第２の移動局１１６がサービス・エリアから離れたために現在
のネットワーク接続が劣化した場合には、潜在的な接続切替の条件が存在し得る。さらに
、ステップ２１８において、端末装置１１４は、好適には、端末装置１１４が、第１の移
動局１１６に最近交信した移動局のリストを提供することが好ましい。別の方法としては
、サービス・プロバイダ１１２が、サービス・プロバイダ１１２によって登録されており
、かつサービスエリアのサービス・プロバイダ・ゾーン１２２内に位置するか、または第
１の移動局１１６の地理的位置に近い移動局のリストを提供することもできる。このリス
トは、移動局ＩＤ、移動局のタイプまたはオペレータを含む、各移動局についての補足情
報を含むことができる。第１の移動局１１６は、また、複数の移動局１１７～１１９の存
在を発見するために、ブルートゥース仕様による方法のような周知の無線発見方法を使用
することができる。移動局１１７～１１９および他の移動局が、移動局１１６、端末装置
１１４またはサービス・プロバイダ１１２に対して移動すると、装置１１４との所望の接
続をサポートするそれら移動局の能力が変化することを理解することができるだろう。



(7) JP 4121959 B2 2008.7.23

10

20

30

40

50

【００１７】
　ステップ２２０において、複数の各移動局１１６～１１９は、自分が端末装置１１４の
ネットワーク接続要件を満たすことができるかを判断する。２つ以上の移動局が、端末装
置１１４のネットワーク接続要件を満たす場合には、移動局１１６～１１９のうちのいず
れが最も適当な無線ネットワーク接続を提供するかを判断するために、補足接続要件を評
価することができる。例えば、端末装置１１４のサービス要求が、広い帯域幅のネットワ
ーク接続要件を含んでいる場合には、ステップ２２０において、広い帯域幅能力を有する
これらの移動局のみが選択される。いくつかの使用可能な移動局が、追加の要因を考慮し
た後でも、ネットワーク接続要件を満たす場合には、例えば、最大使用可能な帯域幅また
は最高の潜在的処理能力を有する移動局を選択することができる。また、例えば、端末装
置１１４が音声接続を要求し、２つ以上の移動局が、このような接続を提供することがで
きる場合には、最も適当な無線ネットワーク接続を提供するために、既に確立した音声接
続を有する移動局が選択され得る。さらに、移動局に、特定のパケット・データ・プロト
コルのようないくつかのプロトコル、またはセッション開始プロトコル（ＳＩＰ）のよう
な特定のセッション管理プロトコルをサポートするように要求することができる。必要な
プロトコルをサポートすることができる移動局だけが選択される。適当な移動局を選択す
るために、移動局から見た接続のサポートにおいて望ましいことに関するファクタも用い
ることができる。例えば、バッテリーの残りの電力または経済的な考慮事項を考慮するこ
とができる。
【００１８】
　第１の移動局１１６のような移動局のうちの１つ、端末装置１１４またはサービス・プ
ロバイダ１１２自身を、最も適当な無線ネットワーク接続を提供する移動局を識別するた
めに使用可能であることを理解することができるだろう。例えば、最も適当な無線ネット
ワーク接続を提供することができる移動局を識別するために、第１の移動局１１６を使用
する場合には、他の第２の移動局１１７～１１９すべては、その内部評価の結果を第１の
移動局１１６に送信する。次に、第１の移動局１１６は、移動局１１６～１１９が行った
すべての内部評価を比較した後で、移動局１１６～１１９のうちのいずれが、最も適当な
無線ネットワーク接続を提供することができるかを判断する。第１の移動局１１６は、ま
た、該移動局１１６が、２つ以上の移動局が端末装置１１４によって指定されたネットワ
ーク接続要件を満足するという結論に達した場合には、上記の補足ネットワーク接続要件
を送信することができる。
【００１９】
　移動局１１６～１１９のうちのいずれが最も適当なネットワーク接続を提供するのかを
判断するために、サービス・プロバイダ１１２を使用する場合には、ステップ２１８にお
いて、サービス・プロバイダ１１２は、移動局１１６～１１９にその各ネットワーク接続
能力を提供するように要求することができる。これらの能力を評価した後で、ステップ２
２０において、サービス・プロバイダ１１２は、移動局１１６～１１９のうちのいずれが
最も適当なネットワーク接続を提供することができるかを判断し、最も適当なネットワー
ク接続を提供するために移動局のうちのいずれを使用すべきかについてのネットワークを
ベースとする命令を移動局１１６～１１９に送信することができる。
【００２０】
　別の方法としては、ステップ２２０において、移動局１１６～１１９は、協働して、最
も適当な無線ネットワーク接続を提供することができる移動局を識別することができる。
例えば、各移動局１１６～１１９は、端末装置１１４からサービス要求およびネットワー
ク接続要件を受信したすべての他の移動局のリストを維持することができる。各移動局は
、次に、リスト上の他の移動局に自分自身の内部評価の結果を送信することができ、ネッ
トワーク接続要件を満たすことができない場合には、前記リストから自分自身を削除する
ことができる。従って、最も適当な無線ネットワーク接続を提供することができる移動局
が選択される。
【００２１】
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　ステップ２２２において、移動局のいずれも端末装置１１４が指定するネットワーク接
続要件を満足できない場合には、第１の移動局１１６（または、これに代わって上述した
ように、最も適当なネットワーク接続を提供することができる移動局を選択するようにプ
ログラムされているネットワーク構成要素）は、その結果を端末装置１１４に送信するこ
とができる。次に、第１の移動局１１６は、最も適当な無線ネットワーク接続を提供する
ことができる移動局を識別する確率を増大させる、より厳しくないネットワーク接続要件
を含む補足サービス要求を端末装置１１４から受信することができる。
【００２２】
　ステップ２２２において、ある移動局が端末装置１１４のネットワーク接続要件を満た
すと判断された場合には、ステップ２２４において、その移動局を通して無線ネットワー
ク接続が確立される。第１の移動局１１６が、もはや最も適当な無線ネットワーク接続を
提供することができないと判断された場合には、第１の移動局１１６から、最も適当な無
線ネットワーク接続を提供するために選択された第２の移動局１１７のような移動局へ接
続を切り替えるためにハンドオーバ手順が使用される。ハンドオーバ手順中、第１の移動
局１１６、選択された第２の移動局１１７および端末装置１１４は、第１の移動局１１６
と端末装置１１４との間に確立された接続を、選択した第２の移動局１１７に切り替える
ために協働する。通常、ハンドオーバ手順は、第１の移動局１１６と端末装置１１４との
間に確立された、無線リンク上で使用するプロトコルが提供する周知の方法により行われ
る。プロトコルによっては、第１の移動局１１６に対して、例えば、第２の移動局１１７
のＩＤまたはアドレスを送ることにより、端末装置１１４が第２の移動局１１７にどのよ
うに接続できるかを端末装置１１４に通知するように要求してもよい。別の方法としては
、第１の移動局１１６に対して、例えば、端末装置１１４のＩＤまたはアドレスを送るこ
とにより、第２の移動局１１７が端末装置１１４にどのように接続できるかを第２の移動
局１１７に通知するように要求してもよい。
【００２３】
　図３～図４は、上記ハンドオーバ手順の特定の例を示す。図３の場合には、端末装置１
１４は、サービス要求を第１の移動局１１６に送信する。図に示すように、第１の移動局
１１６は、端末装置１１４のためにサービス・プロバイダ１１２との初期のネットワーク
接続を確立する。しかし、第１の移動局１１６が、端末装置１１４のネットワーク接続要
件を満足させることができないか、またはそうでなく、最も適当な無線ネットワーク接続
を提供することができないと判断された場合には、図２に関連して説明した移動局の調整
により、端末装置１１４に対して最も適当な無線ネットワーク接続を提供することができ
る第２の移動局１１７のような移動局が識別され選択される。別の方法としては、第１の
移動局１１６が、端末装置１１４のネットワーク接続要件を満足させることができない場
合には、本発明の他の好ましい実施形態による移動局の調整により、端末装置１１４に対
する最初のネットワーク接続の確立が自動的に禁止される。それとは関係なく、第１の移
動局１１６は、サービス・プロバイダ１１２に登録しているか、またはサービス・プロバ
イダ１１２と通信している第２の移動局１１７にサービス要求を通信する。
【００２４】
　図４に示すように、第２の移動局１１７が、端末装置１１４のネットワーク接続要件を
満足すると判断された場合には、本発明に従った使用可能な移動局１１６，１１７間の通
信および調整に基づいて、サービス・プロバイダ１１２と端末装置１１４との間にネット
ワーク接続が確立される。
【００２５】
　この時点で、最も適当な無線ネットワーク接続を提供するために、最初に選択した移動
局が提供しているサービスの品質が、所定の量だけまたは所定のレベルに劣化した場合に
は、本発明の移動局間の調整を開始することができることを理解されたい。例えば、最も
適当な無線ネットワーク接続を提供している移動局が、端末装置が移動局が現在提供する
ことができる帯域幅より広い帯域幅を必要としていることを検出した場合には、上記移動
局は、端末装置１１４に対して最も適当な無線ネットワーク接続を提供する能力がより高
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ビス・プロバイダ１１２と端末装置１１４との間の接続は、上記の新たに選択された移動
局にハンドオーバーされ得る。
【００２６】
　本発明の移動局間の調整は、端末装置にとって最もコスト・パフォーマンスのよいネッ
トワーク接続を発見するためにも使用することができる。例えば、端末装置１１４からの
サービス要求に応じて、各移動局１１６～１１９の一分当たりのコストを端末装置１１４
または第１の移動局１１６に送信することができる。次に、端末装置１１４または第１の
移動局１１６は、最もコスト・パフォーマンスがよい方法で、最も適当な無線ネットワー
ク接続を提供することができる移動局を選択することができる。別の方法としては、サー
ビス要求を最初に受信した移動局は、必要なハンドオーバの数を最低限度に低減するため
に、最もコスト・パフォーマンスのよい移動局から受信したコストの見積りに合わせるか
、またはそれを凌ごうと試みることができる。
【００２７】
　本発明の移動局間の調整は、また、サービス・プロバイダ・ネットワークの全性能を最
適化する方法で、端末装置の接続を移動局と一致させるために使用することもできる。例
えば、会話型パケット・データ接続をサポートしている移動局を、確立された音声／マル
チメディア接続を有する移動局に引き継ぐことができる。その結果、会話型パケット・デ
ータ接続を要求している端末装置は、音声／マルチメディア接続の未使用のタイムスロッ
トを使用し、最初のサポートを提供している移動局を解放し、それによりネットワークの
全効率を改善することができる。
【００２８】
　本発明の好ましい実施形態について今まで説明してきたが、特許請求の範囲および公正
な意味から逸脱することなく、本発明を修正し、変更し、または変形することができるこ
とを理解されたい。例えば、複数の移動局内の移動局の数を１つにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の好ましい実施形態による移動局の調整が実施される例示としての無線通
信ネットワークのシステム図。
【図２】本発明の移動局調整を通してネットワーク接続が確立されるプロセスを示すフロ
ーチャート。
【図３】本発明による移動局間の調整を示す、図１の例示としての無線通信ネットワーク
のシステム図。
【図４】本発明の移動局間の調整により確立された無線ネットワーク接続を示す、図１の
例示としての無線通信ネットワークのシステム図。
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